
湯沢町観光戦略会議規約 

 

（名称） 

第１条 この会の名称は、湯沢町観光戦略会議（以下「戦略会議」とい

う。）とする。 

（目的） 

第２条 戦略会議は、湯沢町観光振興計画（2022-2031）（以下「観光振興計

画」という。）の推進にあたり、計画の進捗を管理し、事業を評価し、状

況に合わせた戦略を検討するために必要な協議を行うことを目的とする。 

 （協議事項） 

第３条 戦略会議は、次に掲げる事項を協議する。 

（１）観光振興計画に掲げた事業の進捗に関すること。 

（２）観光振興計画に掲げた事業の評価に関すること。 

（３）観光振興計画に掲げた事業の検討に関すること。 

（４）その他戦略会議が必要と認めること。 

 （委員） 

第４条 戦略会議の委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。 

（１）観光振興計画策定委員観光業及び商工業等に識見を有する者 

（２）学識経験者 

（３）その他町長が必要と認める者 

（委員の任期） 

第５条 委員の任期は、５年とする。ただし、欠員、異動等により新たに委

員となった者の任期は、前任者の残任期間とする。 

２ 委員の再任は妨げない。 

 （役員） 

第６条 戦略会議に、次の役員を置く。 

 （１）座長 1 名 

 （２）副座長 １名 

２ 座長は、学識経験者をもって充てる。 

３ 副座長は、湯沢町観光まちづくり機構の代表理事観光業及び商工業等に 
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識見を有する者をもって充てる。 

 （役員の職務） 

第７条 座長は、戦略会議を代表し、会務を統括する。 

２ 副座長は、座長を補佐し、座長に事故あるとき、又は座長が欠けたと 

きは、座長の職務を代理する。 

 （会議の運営等） 

第８条 戦略会議の会議（以下「会議」という。）は、座長が招集し、議長

となる。 

２ 会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。 

３ 委員は、都合により会議を欠席する場合は、代理人を出席させることが

できることとし、代理人の出席をもって当該委員の出席とみなす。 

４ 会議の決議方法は、出席委員の過半数の賛同をもって決定することと 

する。ただし、可否同数の場合は、議長の決するところによる。 

５ 会議は、委員のほか、必要に応じて関係者の出席を求めることができ

る。 

６ 会議で決議した事項について、委員は、その結果を尊重しなければなら

ない。 

７ 会議は、原則非公開で行う。会議に関する情報は、湯沢町のホームペー

ジ等を利用して公表する。 

 （事務局） 

第９条 戦略会議は、戦略会議の運営に関する事務を行うため、湯沢町産業

観光部観光商工課内企画産業観光部企画観光課内に事務局を置く。 

２ 事務局の運営に関し必要な事項は、町長が定める。 

 （解散の場合の措置） 

第 10 条 戦略会議の決議に基づいて解散する場合は、委員総数の４分の３

以上の同意を得なければならない。 

 （規約の変更等） 

第 11 条 この規約を変更するときは、委員総数の４分の３以上の同意を得

なければならない。 

２ この規約に定めるもののほか、戦略会議の運営に関し必要な事項は、町
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長が定める。 

 

  附 則 

 この規約は、令和６年４月１日から施行する。 
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湯沢町観光戦略会議規約新旧対照表 

新 旧 

第１条から第３条 （略） 

 （委員） 

第４条 戦略会議の委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。 

（１）観光業及び商工業等に識見を有する者 

（２） （略） 

（３） （略） 

第５条 （略） 

 （役員） 

第６条 戦略会議に、次の役員を置く。 

 （１）座長 1名 

 （２）副座長 １名 

２ （略） 

３ 副座長は、観光業及び商工業等に識見を有する者をもって充てる。 

第７条から第８条 （略） 

 （事務局） 

第９条 戦略会議は、戦略会議の運営に関する事務を行うため、湯沢町企画産

業観光部企画観光課内に事務局を置く。 

２ （略） 

第10条から第11条 （略） 

 

第１条から第３条 （略） 

 （委員） 

第４条 戦略会議の委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。 

（１）観光振興計画策定委員        

（２） （略） 

（３） （略） 

第５条 （略） 

 （役員） 

第６条 戦略会議に、次の役員を置く。 

 （１）座長 1名 

 （２）副座長 １名 

２ （略） 

３ 副座長は、湯沢町観光まちづくり機構の代表理事をもって充てる。 

第７条から第８条 （略） 

 （事務局） 

第９条 戦略会議は、戦略会議の運営に関する事務を行うため、湯沢町産業観

光部観光商工課内  に事務局を置く。 

２ （略） 

第10条から第11条 （略） 
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